
第４２号議案 

 

   志木市総合福祉センター条例の一部を改正する条例  

 

 志木市総合福祉センター条例（昭和５９年志木市条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「及び会議室」を「、会議室及び多目的室」に改める。 

 別表に次のように加える。 

多目的室 ８３０円 １，０９０円 １，０９０円 ３，０１０円 

   附 則 

 この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

 

  令和７年７月１日提出 

 

志木市長 香 川 武 文   

 

      提 案 理 由 

 市民の利便性の向上を図るため、利用対象施設の追加等をしたいので、

地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、この案を提出するもの

である。 


